（様式３）
令和　　　年　　　月　　　日

日本語教育ニーズの多様化を踏まえた教育カリキュラム編成・質向上支援事業
事務局（株式会社パソナ）宛

誓約書

当団体は、連携先を含めて、下記事項を遵守することを誓います。

記

1．事務局（株式会社パソナ）と申請主体が締結する委託契約においては、本事業で作成した成果物及び提出物の著作権並びに所有権が文部科学省に帰属することを前提とする契約となることを承知しています。

2．申請主体または連携先に、認定日本語教育機関又は令和10年度までに認定申請を予定する日本語教育機関を含みます（連携先が日本語教育機関となる場合は、日本語教育機関がカリキュラムの改善主体である認識を確認できています）。

3．本事業の連携先のうち、最低1つ以上から参加表明を得ています。

参加表明を得ている連携先1件以上の名称を記載してください。
※参加表明を得ている連携先が複数いる場合には、すべて記載してください。
	



4．令和9年度以降、本事業で取り組んだ内容を継続する意思があります。

5．原則として申請主体として申請する件数は１件のみです。（※申請主体ではない場合、他の共同申請へ複数参加することは問題ない）

6．下記のいずれにも該当していません。
· 文部科学省から補助金等指定停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
· 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
· 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
· 応募時点のみならず、事業期間（令和8年度）中において、訴訟（刑事・民事）や法令遵守上の観点で、本事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えている事業者
· その他、政治団体等、本事業の目的・趣旨から適切でないと文部科学省及び事務局が判断する者

7. 申請主体以外の連携体制を構成する全ての事業者が、上記の6のいずれにも該当しないことを確認した事実を証明すること。

8．連携体制について、下記を満たしています。
· 連携体制を構成する事業者の中から実質的に全体の意思決定、運営管理等を行い、責任を持つ者が申請主体となること。
· 連携体制を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結する等、業務の遂行に当たって、申請主体を中心に、各事業者が協力して行う体制を整えること。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。
· 申請主体以外の連携体制を構成する全ての事業者も、４及び６を満たすこと。

以上

申請主体名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者職名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
